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津 市 分 別 収 集 計 画 

 

令和７年６月１７日  

 

１ 計画策定の意義 

  快適でうるおいのある生活環境の創造のためには、大量生産、大量消費、大量廃棄に

支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、循環型社会を形成していく必要がある。

そのためには、社会を構成する主体がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行してい

くことが重要である。 

  本市では、平成２８年度の一般廃棄物最終処分場及びリサイクルセンターの完成にあ

わせて、廃棄物の更なる適正処理の推進やリサイクル率の向上を図れるよう、様々な取

組を進めてきたところである。 

  本計画はこのような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関

する法律（平成７年法律第１１２号）（以下「容器包装リサイクル法」という。）第８条

及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第６０号）（以下

「プラスチック資源循環法」という。）第６条に基づいて、一般廃棄物の中で相当の割合

を占める容器包装廃棄物及び製品プラスチックを分別収集し、及び地域における容器包

装廃棄物及び製品プラスチックの３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、

最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や、具体的な推進

方策を明らかにし、これを公表することにより、すべての関係者が一体となって取り組

むべき方針を示すものである。 

  本計画の推進により、容器包装廃棄物や製品プラスチックの３Ｒを推進することによ

って、廃棄物の減量や最終処分場の延命化、温室効果ガスの削減、資源の有効利用が図

られ、循環型社会の形成が図られるものである。 

 

２ 基本的方向 

  本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

  ・容器包装廃棄物及び製品プラスチックの発生抑制、再使用、リサイクルを基本とし 

た地域社会づくり 

  ・すべての関係者が一体となった取組による環境負荷の低減 

  ・環境教育の充実 

 

３ 計画期間 

本計画の計画期間は令和８年４月を始期とする５年間とし、令和１０年度に見直す。 
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４ 対象品目 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器（無

色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラス

チック製容器包装を対象とする。また、プラスチック資源循環法に基づき製品プラスチ

ックを分別収集の対象とする。 

 

５ 各年度における容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出量の見込 

（容器包装リサイクル法第８条第２項第１号及びプラスチック資源循環法） 

 令和８年度 令和９年度 令和 10年度 令和 11年度 令和 12年度 

容器包装廃棄物 19,062t 18,932t 18,803t 18,674t 18,545t 

製品プラスチック 1,520t 1,510t 1,499t 1,489t 1,479t 

 

６ 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

（容器包装リサイクル法第８条第２項第２号及びプラスチック資源循環法） 

容器包装廃棄物及び製品プラスチックの排出の抑制の促進を図るため、以下の方策を

実施する。なお、実施に当たっては、市民、事業者、再生事業者等がそれぞれの立場か

ら役割を分担し、相互に協力・連携を図ることが重要である。 

・環境教育、啓発活動の充実 

  小学校４年生を対象とした教育副読本の配布や、学校や自治会等においてごみ処理施

設の見学会や分別排出等に関する学習会の開催等、ごみの減量化に関する意識を醸成す

るための啓発を徹底するとともに、環境教育活動にも積極的に取り組む。 

 ・事業者に対するごみ減量化の意識付け 

  大規模事業者に対してごみ減量に関する計画書の作成を指示し、ごみ減量化の意識付

けを行う。 

 ・容器包装プラスチック等の分別徹底 

  リサイクルに適したごみの品質を確保できるよう、「汚れが取り切れる容器包装プラス

チックは資源ごみとして排出し、汚れが取り切れないものは燃やせるごみで排出するこ

と」等の正しいごみの分別方法について、市民に広く周知する。 

・ごみ分別アプリの導入 

  本市では令和元年９月よりごみ分別アプリ「さんあ～る」を導入しており、通知等を

活用し、市民へごみ減量、分別に対する意識づけを行う。 
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７ 分別収集をするものとした容器包装廃棄物と製品プラスチックの種類及び

当該廃棄物の収集に係る分別の区分 

（容器包装リサイクル法第８条第２項第３号及びプラスチック資源循環法） 

廃棄物処理施設の状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し、分別収集をする容器包

装廃棄物及び製品プラスチックの種類を次表左欄のように定める。 

  また、市民の協力度、津市が有する収集機材、選別施設等を勘案し、収集に係る分別

の区分は、次表右欄のとおりとする。 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

金属 

主としてアルミ製の容器 

主として     無色のガラス製容器 

ガラス製の    茶色のガラス製容器 

容器       その他のガラス製容器 

びん 

主として紙製の容器であって飲料を充てんす

るためのもの（原材料としてアルミニウムが

利用されているものを除く。） 

飲料用紙パック 

主として段ボール製の容器 ダンボール 

主としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥ

Ｔ）製の容器であって飲料、しょうゆ等を充

てんするためのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって

上記以外のもの 
容器包装プラスチック 

製品プラスチック（プラスチック資源循環法

に基づく分別対象物） 
その他プラスチック 
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８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、

容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量及び

製品プラスチックの量の見込み 

（容器包装リサイクル法第８条第２項第４号及びプラスチック資源循環法） 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

主としてスチール製

の容器 
３６５ｔ ３６３ｔ ３６０ｔ ３５８ｔ ３５５ｔ 

主としてアルミ製の

容器 
１，０１４ｔ １，００７ｔ １，０００ｔ ９９３ｔ ９８７ｔ 

無色のガラス製容器 

（合計） 

４５１ｔ 

（合計） 

４４８ｔ 

（合計） 

４４５ｔ 

（合計） 

４４２ｔ 

（合計） 

４３９ｔ 

（引渡量） 

１５０ｔ 

（独自処理量） 

３０１ｔ 

（引渡量） 

１４９ｔ 

（独自処理量） 

２９９ｔ 

（引渡量） 

１４８ｔ 

（独自処理量） 

２９７ｔ 

（引渡量） 

１４７ｔ 

（独自処理量） 

２９５ｔ 

（引渡量） 

１４６ｔ 

（独自処理量） 

２９３ｔ 

茶色のガラス製容器 

（合計） 

６７７ｔ 

（合計） 

６７２ｔ 

（合計） 

６６８ｔ 

（合計） 

６６３ｔ 

（合計） 

６５９ｔ 

（引渡量） 

２０６ｔ 

（独自処理量） 

４７１ｔ 

（引渡量） 

２０５ｔ 

（独自処理量） 

４６７ｔ 

（引渡量） 

２０３ｔ 

（独自処理量） 

４６５ｔ 

（引渡量） 

２０２ｔ 

（独自処理量） 

４６１ｔ 

（引渡量） 

２００ｔ 

（独自処理量） 

４５９ｔ 

その他のガラス製容

器 

（合計） 

２２６ｔ 

（合計） 

２２４ｔ 

（合計） 

２２３ｔ 

（合計） 

２２１ｔ 

（合計） 

２２０ｔ 

（引渡量） 

７１ｔ 

（独自処理量） 

１５５ｔ 

（引渡量） 

７１ｔ 

（独自処理量） 

１５３t 

（引渡量） 

７０ｔ 

（独自処理量） 

１５３ｔ 

（引渡量） 

７０ｔ 

（独自処理量） 

１５１ｔ 

（引渡量） 

６９ｔ 

（独自処理量） 

１５１t 

主として紙製の容器

であって飲料を充て

んするためのもの（原

材料としてアルミニ

ウムが利用されてい

るものを除く。） 

２８ｔ ２８ｔ ２８ｔ ２７ｔ ２７ｔ 

主として段ボール製

の容器 
１，３８７ｔ １，３７８ｔ １，３６８ １，３５９ｔ １，３４９ｔ 

主として紙製の容器

包装であって上記以

外のもの 

（合計） 

４２ｔ 

（合計） 

４２ｔ 

（合計） 

４１ｔ 

（合計） 

４１ｔ 

（合計） 

４１ｔ 

（引渡量） 

０ｔ 

（独自処理量） 

４２ｔ 

（引渡量） 

０ｔ 

（独自処理量） 

４２ｔ 

（引渡量） 

０ｔ 

（独自処理量） 

４１ｔ 

（引渡量） 

０ｔ 

（独自処理量） 

４１ｔ 

（引渡量） 

０ｔ 

（独自処理量） 

４１ｔ 

主としてポリエチレ

ンテレフタレート（Ｐ

ＥＴ）製の容器であっ

て飲料又はしょうゆ

その他主務大臣が定

める商品を充てんす

るためのもの 

（合計） 

９１８ｔ 

（合計） 

９１２ｔ 

（合計） 

９０６ｔ 

（合計） 

８９９ｔ 

（合計） 

８９３ｔ 

（引渡量） 

  ０ｔ 

（独自処理量） 

９１８ｔ 

（引渡量） 

  ０ｔ 

（独自処理量） 

９１２ｔ 

（引渡量） 

  ０ｔ 

（独自処理量） 

９０６ｔ 

（引渡量） 

  ０ｔ 

（独自処理量） 

８９９ｔ 

（引渡量） 

  ０ｔ 

（独自処理量） 

８９３ｔ 

主としてプラスチッ

ク製の容器包装であ

って上記以外のもの 

（合計） 

３,５４７ｔ 

（合計） 

３,５２３ｔ 

（合計） 

３,４９９ｔ 

（合計） 

３,４７５ｔ 

（合計） 

３,４５１ｔ 

（引渡量） 

2,020ｔ 

（独自処理量） 

1,527ｔ 

（引渡量） 

2,006ｔ 

（独自処理量） 

1,517ｔ 

（引渡量） 

1,993ｔ 

（独自処理量） 

1,506ｔ 

（引渡量） 

1,979ｔ 

（独自処理量） 

1,496ｔ 

（引渡量） 

1,965ｔ 

（独自処理量） 

1,486ｔ 

製品プラスチック（プ

ラスチック資源循環

法に基づく分別対象

物） 

（合計） 

１,５２０ｔ 

（合計） 

１,５１０ｔ 

（合計） 

１，４９９ｔ 

（合計） 

１，４８９ｔ 

（合計） 

１，４７９ｔ 

（引渡量） 

1,223ｔ 

（独自処理量） 

２９７ｔ 

（引渡量） 

1,214ｔ 

（独自処理量） 

２９６ｔ 

（引渡量） 

1,206ｔ 

（独自処理量） 

２９３ｔ 

（引渡量） 

1,198ｔ 

（独自処理量） 

２９１ｔ 

（引渡量） 

1,190ｔ 

（独自処理量） 

２８９ｔ 
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９ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量、

容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量及び

製品プラスチックの量の見込みの算定方法 

  特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主務省

令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込み 

  ＝ 直近年度（令和６年度）の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率 

（人口変動率は一般廃棄物処理基本計画より次のとおり設定した。） 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

264,903人 

（対前年度比） 

99.25％ 

263,107人 

（対前年度比） 

99.32％ 

261,311人 

（対前年度比） 

99.32％ 

259,515人 

（対前年度比） 

99.31％ 

257,719人 

（対前年度比） 

99.31％ 

 

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項 

（容器包装リサイクル法第８条第２項第５号及びプラスチック資源循環法） 

分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 

  なお、現在、子ども会、自治会等の市民団体による集団回収や自主回収が行われてい

る段ボール等については、引き続きこれらの団体が分別回収を実施することとする。 

容器包装廃棄物の種類 
収集に係る 
分別の区分 

収集・運搬 
段   階 

選別・保管等 
段    階 

金
属 

スチール製容器 

金属 
市・委託業者による定期
回収 
市民団体による集団回収 

市 
民間業者 

アルミ製容器 

ガ
ラ
ス 

無色のガラス製容器 

びん 
市・委託業者による定期
回収 
市民団体による集団回収 

市 
民間業者 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

紙
類 

飲料用紙製容器 飲料用紙パック 市・委託業者による定期
回収 
市民団体による集団回収 

民間業者 
段ボール ダンボール 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク 

ペットボトル ペットボトル 
市・委託業者による定期

回収 
市 

上記以外のプラスチッ
ク製容器包装 

容器包装 
プラスチック 

市・委託業者による定期
回収 

市 

製品プラスチック 
その他 

プラスチック 
市・委託業者による定期
回収 

市 
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11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項 

（容器包装リサイクル法第８条第２項第６号及びプラスチック資源循環法） 

津市リサイクルセンターにおいてガラス製容器・ペットボトル・プラスチック製容器

包装の選別・圧縮・保管を行っている。 

分別収集する容器 
包装廃棄物の種類 

収集に係る 
分別の区分 

収集容器 収集車 中間処理 

スチール製容器 
金属 袋 パッカー車 

リサイクル 
センター 

アルミ製容器 

無色のガラス製容器 

びん 袋 パッカー車 
リサイクル 

センター 
茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

飲料用紙製容器包装 飲料用紙パック 
縛る パッカー車 民間業者 

段ボール ダンボール 

ペットボトル ペットボトル 

袋 パッカー車 
リサイクル 
センター 上記以外のプラスチッ

ク製容器包装 

容器包装 
プラスチック 

製品プラスチック 
その他 

プラスチック 
袋 パッカー車 

リサイクル 

センター 

 

12 その他容器包装廃棄物及び製品プラスチックの分別収集の実施に関し重要

な事項 

（容器包装リサイクル法第８条第２項第７号及びプラスチック資源循環法） 

・各種委員会等において結果を公表し、これに対し市民や事業者から寄せられた意見や

要望をさらなる容器包装廃棄物及び製品プラスチックの減量化に反映させるよう努め

る。 

・自治会等の市民団体による集団回収を促進するため、報奨金の交付を行う。 


